
独立行政法人 高齢･障害･求職者雇用支援機構 香川支部

雇用保険を受給できない求職者の方などが職業訓練によるスキ

ルアップを通じて早期就職を目指すための制度です。民間教育

訓練機関は厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。

求職者支援訓練とは？

事業主・教育機関の皆さまへ

求職者支援訓練を

実施する企業募集中

求職者支援課 TEL 087-867-6728

空き設備、
人材の
有効活用

各種奨励金
の支給

人材育成で
社会貢献

実施機関募集



求職者支援訓練の種類

● 訓練期間 ２～４か月の間で設定

● コース例

職業能力開発講習
仕事に必要な
知識・技能等

2月目以降（１～３か月）１月目（１か月）

● 訓練期間 ３～６か月の間で設定

● コース例

仕事に必要な知識・技能等
（３～６か月）

※基礎コース、実践コースとも、1か月あたり100時間以上（１日につき原則として5時間以上6時間以下）
の訓練時間数を設定する必要があります。

基礎コースと実践コースの２種類があります。
基礎コースでは、１か月目に社会人としての基礎力（ビジネスマナー､コミュニケーションスキル
等）を習得するための講習（職業能力開発講習）を実施し、２か月目以降に仕事に必要な知識・
技能等を習得するための訓練を実施します。

実践コースでは、１か月目から仕事に必要な知識・技能等を習得するための訓練を実施します。

基礎コース

実践コース

訓練実施奨励金 （受講者１人あたりの月額）

訓練実施後に受講者数や雇用保険適用就職率に応じて、香川労働局から
訓練実施奨励金が支給されます。

※詳しい支給要件については、香川労働局にお問い合わせください。

①基本奨励金 ［求職者支援訓練を適切に行った訓練実施機関に支給されます］

●基礎コース 6万円 ●実践コース 5万円

②付加奨励金（実践コースのみ） 求職者支援訓練の修了者などの就職実績が

一定水準以上である訓練実施機関に支給されます

修了者等の雇用保険適用就職率に応じた額 35％以上60％未満1万円
60％以上 2万円

③保育奨励金（託児サービス支援付訓練に限る）
児童１名あたり6万6千円を上限とした実費

・ビジネスパソコン基礎科

・介護職員養成科

・パソコンオフィス・Ｗｅｂデザイン科 ・やさしく学べる表計算プログラミング科

・医療・調剤事務科

・トータルビューティー科 ・日本語教員養成科

・基礎から学べる医療事務科

×受講者数×月 ×受講者数×月

×受講者数×月

×受講者数×月

※短時間訓練、託児サービス支援付き訓練、職場復帰支援コース等の訓練もあります。



☑選考は、受講申込者全員に対して、筆記試験、面接など適切な方法により行ってください。

☑受講者の募集・申込受付は、ハローワークで行います。

求職者支援訓練を開講するまでの流れ

(１)認定申請に関する相談

☑香川支部が、次の内容についてご説明します。
・求職者支援制度の概要
・求職者支援訓練の認定基準（※）
・訓練カリキュラムの作成に関するアドバイス
・認定申請書の作成に関するアドバイス
・求職者支援訓練の申請スケジュール など

(２)香川支部に求職者支援訓練
の認定申請書を提出

(３)認定申請書の審査

☑香川支部から申請書類の修正依頼や確認を行う場合
があります。

(４)求職者支援訓練の認定

☑認定された訓練コース情報は、「ハローワークインターネットサービス」に掲載します。

(５)受講者の募集

(６)受講者の選考

※審査結果や認定申請状況などによっては、認定されない場合もあります。

☑認定を受けた機関は、ハローワークなどへコース案内の配布、受講希望者への説明会開催などを行ってください。

※認定基準の項目の例

●訓練実績
☑ 過去3年以内に実施した同期間、同時間程度
の集合形式で行った訓練実績が必要です。

・同程度の訓練は、訓練期間及び総訓練時間

（企業実習を除く）が、申請する求職者支援訓

練の7割以上あり、訓練内容が職業能力の

開発及び向上に効果的な内容であることが

必要です。

・介護職員養成研修又は技能講習の実績がある

場合、特例が適用される場合があります。

●業務運営体制の構築、責任者の配置
☑ 講師、施設責任者、就職支援責任者、苦情処
理者及び事務担当者（常駐）の 配置が必要です。
（一部兼任可能）

☑ キャリアコンサルタントの資格者（ジョブ・カード
作成アドバイザー資格でも可）及び職業訓練サー
ビスガイドライン研修を受講した者の配置が必要
です。

●施設及び設備
☑ 訓練を実施する教室は、受講者１人あたり
1.65㎡以上で、全面禁煙となります。

☑ 事務担当者等が業務を行う事務室は、教室
や実習室とは別の部屋として分離され、同一
または近隣の建物内に整備されていることが必
要です。（教室を通過しないと他の教室、実習室、

事務室又はトイレ等に移動できない配置は認めら
れません。）

☑ 受講者が快適に受講できる照明、空調・換気、

トイレ（男女別）、洗面所等の設備が必要です。

認定申請書の作成の相談は随時
受け付けています。

毎月、当支部が訓練実施機関を訪問して、訓練が適切に実施されていることの確認を行います。

先ずは香川支部にご相談ください。

◆電話（087-867-6728）までご連絡ください。

☑認定基準を満たす訓練計画を策定し、受付期間内に
申請書及び添付書類を香川支部に提出してください。

☑訓練実施機関で受講者の選考を実施し、選考結果を応募者・ハローワーク・香川支部に通知（郵送）してください。

(７)求職者支援訓練の開講

☑認定を受けた内容のとおり訓練を実施してください。



認定基準が一部緩和されました（短期・短時間特例訓練）

緩和② 訓練時間

☎ 087-867-6728

〒761-8063 香川県高松市花ノ宮２丁目４番３号
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kagawa/index.html

通常の実践コース ⇒ ３か月～６か月
短期・短時間特例訓練 ⇒ ２週間～６か月

緩和① 訓練期間

緩和③ 付加奨励金の就職率要件

問合せ先

コロナ禍による雇用への影響が長期化する中、シフトが減少したシフトで働く方などが、仕事と
訓練の受講を両立しやすい環境整備を図り、今後のステップアップに結び付けられるよう支援す
ることを目的として「短期・短時間特例訓練」が新設されました（令和５年３月３１日まで）。

通常の実践コース ⇒ １か月につき１００時間以上（１日につき５～６時間）
短期・短時間特例訓練 ⇒ １か月につき ６０時間以上（１日につき２～６時間）

通常の実践コース ⇒ １万円／人月：３５％以上６０％未満、２万円／人月：６０％以上
短期・短時間特例訓練 ⇒ １万円／人月：３０％以上５５％未満、２万円／人月：５５％以上

関連情報

◎香川県の申請期間、説明会の日程等

認定申請の受付期間、説明会、訓練実施に役立つ講習会・研修会の開講情報を
掲載しています。

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kagawa/37_noukai.html（当支部ホームページ）



Ｑ＆Ａ
Ｑ１：求職者支援訓練はどのような方が受講されるのですか？

Ａ１：求職者支援訓練の主な対象者は、次の要件を満たす「特定求職者」になります。
・ハローワークに求職の申込をしていること
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
・労働の意思と能力があること
・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

Ｑ２：求職者支援訓練を行いたいのですが何か必要な資格などはありますか？

Ａ２：求職者支援訓練を実施するためには「訓練実績」、「ジョブ・カード作成アドバイザー又はキャリアコンサル
タントの資格者」、「職業訓練サービスガイドライン研修を受講した者」が必要です。

＜訓練実績とは＞
訓練を開始する日からさかのぼって3年以内に、申請する訓練科と同程度（7割以上）の訓練期間及び訓練
時間の職業訓練（※）を同一人に対して、適切に集合形式で行った実績が必要です。
（※公共職業訓練、外部向けの人材育成に関するセミナーのほか、従業員に対する集合形式のＯｆｆ-ＪＴ研修
も実績として認められることがあります。ただし、学習塾等の学校教育に関する訓練は実績としては認められ
ません。）

Ｑ３：運営体制で必要な条件などはありますか？
Ａ３：訓練を適正に運営するために、「責任者」、「事務担当者」、「苦情処理者」、「就職支援責任者」を設置する

必要があります。

Ｑ４：講師の要件にはどのようなものがありますか？

Ａ４：担当する科目に関する実務経験が5年以上あり指導等業務の経験（訓練内容に関する）を有する方、1年
以上の指導経験（訓練内容に関する）があり、学歴又は資格によって指導能力を有すると判断できる方な
どの条件があります。
なお、受講者が15人を超える場合、実技の講師は2名以上配置するする必要があります。（内1名は助手
でも可能）

役職 業務内容
申請者との
直接の雇用
関係

常駐の要件 兼務の可否

責任者 訓練の適正な実施を管理 必要 常駐は不要 他の役職との兼務可

事務担当者
訓練受講者からの手続きに関
する問合せ、訓練受講状況の

確認などに対応
不要

１名以上の常駐が必要
（複数人での対応も可）

他の役職との兼務可

苦情処理者
受講者等からの
苦情に対応

必要 常駐は不要
他の役職との兼務可

ただし、講師との兼務は不可

就職支援
責任者

受講者の就職支援 必要
訓練実施日数の50％以上の
日数の全日の勤務が必要

他の役職との兼務可

求職者支援訓練でよくある質問



Ｑ５：求職者支援訓練の申請はいつ受け付けていますか？

Ａ５：毎月、香川支部で申請を受け付けています。
詳細は「香川支部ホームページ」をご確認ください。

Ｑ６：受講者から受講料や教科書代を徴収することは可能ですか？

Ａ６：受講者から受講料を徴収することはできません。
教科書代は、16,500円（税込）を上限として受講者から徴収することができます。

（※ただし、求職中の方に対する職業訓練ですので、できる限り低廉な教科書代となるよう努めてください。）

Ｑ７：１訓練科の定員は何人ですか？

Ａ７：おおむね10人から30人の間で設定してください。

Ｑ８：就職支援はどのようなことをするのですか？

Ａ８：各受講者に対し「ジョブ・カード」を活用したキャリアコンサルティングを訓練期間中3回以上（2か月コース
は2回）実施する必要があります。
また、履歴書等の作成指導や面接指導、求人情報や就職説明会の情報提供等を行い、受講者の就職活
動を支援します。

Ｑ９：訓練カリキュラムで設定しなければならない「必須科目」はありますか？または、「任意設定」の科目はあ
りますか？

Ａ９：【必須科目（基礎・実践コース共通）】
・安全衛生に関する内容を「科目」または「科目の内容」に設定してください。

・職場見学、職場体験、職業人講話を「6～36時間」の範囲で設定してください。
※例：職場見学のみを6時間設定。

【必須科目(基礎コースのみ）】
・訓練1か月目に「職業能力開発講習」を100時間以上実施してください。
※実践コースは設定できません。

【任意設定科目（基礎・実践コース共通）】
・就職支援（18時間を上限に任意で設定することができます。）
※職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導等を集団形式で行う場合は科目として設定可能。

・企業実習は、訓練時間総合計（基礎コースにおいては、職業能力開発講習の訓練時間数を除く。）の
20％未満の時間、任意で設定できます。
※基礎コースの基礎分野は設定不可。

○詳細は『カリキュラムの作成に当たっての留意事項（当機構ＨＰ）』をご参照ください。
（ＨＰ参照） 機構ホーム＞職業能力開発の支援＞求職者支援訓練の認定申請＞認定申請の詳細＞訓練科の申請について＞求職者支援

制度による職業訓練＞申請に当たっての留意事項＞カリキュラムの作成に当たっての留意事項

Ｑ10：訓練日数は1か月に何日くらい行う必要がありますか？

Ａ10：基礎・実践コースとも1か月あたり100時間以上（1日につき原則5時間以上6時間以下）の訓練時間数を設
定する必要があります。したがって、少なくとも月17日以上、訓練を行う必要があります。
※例：【6時間/1日 × 17日/月 ＝ 102時間/月】

Ｑ＆Ａ
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